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Ａ.研究目的 

 障害者自立支援法（現障害者総合支援法）の成

立に伴い、障害者に対するサービスは「日中活動」

と「住まいの場」に分けられ、「住まいの場」と

してGH等が創設された。当初知的・精神障害者の

みが利用者とされたGH等は、その後身体障害者も

利用可能となった。しかし厚生労働省によれば、

知的・精神障害者のGH等の利用者がそれぞれ５万

人強、２万人弱であるのに対し、身体障害者の利

用は４千人強にとどまっている。これは、身体障

害者が既存の住宅で生活する場合、風呂場・トイ

レや段差解消に多大な改修費用を要する事が大き

な理由であろう。 

 本研究は、重度身体障害者が生活するための既

存住宅の改修方法、また新築住宅の設計要件に関

する指針を求め、法の目指す「施設から地域へ」

の具体的な方策を示すことを目的とする。これに

より、身体に障害を持った人びとのみならず、知

的・精神障害を併せ持った人びとのGH等や一般住

宅への居住の場の移行、すなわち地域移行が促進

されることが期待される。政策的には、障害者自 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

立支援法における「居住の場」に関し、「施設入

所」を選ばざるを得なかった人びとに対し、GH等

や一般住宅での居宅サービスを利用しての生活と

いう選択肢をもたらすことが期待できる。 

 本研究で用いる「重度身体障害者」とは、重度

重複障害をもつ人びとを意味する。重度の身体障

害を持つ人びとは、特に先天性である場合一般に

知的障害や精神障害を伴う場合が多い。身体障害

のみを持った人びとは、居宅サービスを利用する

ことにより一般住宅での生活が可能になる可能性

が高いが、知的障害や精神障害を併せ持つ場合、

意志決定支援を含めた包括的なケアサービスが必

要となる。現状のGH等は意志決定支援を提供する

ことは可能であるが、身体障害に対応した住環境

は提供できていない。そのため、重度身体障害者

は新体系にて「施設入所支援」を選ばざるを得ず、

結果として地域移行の進展が進んでいない。 

 本研究により、このような人びとの地域におけ

る現実的な受け皿を提供することが可能になり、

社会的には入所施設の減少、経済的には施設減少

による維持管理コストの減少などが期待できる。 
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研究要旨 

 本研究は、重度身体障害者が地域で生活するために、既存住宅の改修や新築住宅において重度

身体障害者が生活を営めるための、各種建築的要件を明らかにすることを目的とする。また、本

研究における「重度身体障害者」とは、身体のみならず知的・精神障害を併せ持った障害者を意

味する。 

 障害者自立支援法（現障害者総合支援法）にて、障害者へのサービスは「日中活動」と「住ま

いの場」に分離された。「住まいの場」としては「施設入所支援」と「グループホーム・ケアホ

ーム（以下「GH等」、2014年4月よりグループホームに一元化）」が設けられ、地域で小規模な暮

らしを営むGH等への移行が期待された。しかしながら知的・精神障害者に比べ、身体障害者のGH

等の利用者数は少なく、建築的環境整備に何らかの問題が存在することが予想される。 

 本研究は、ヒアリングによる実態調査から現状での重度身体障害者が直面する建築的課題を明

らかにし、加えて実物大のモックアップを用いて重度身体障害者が生活するための既存住宅の改

修方法、また新築住宅の設計要件に関する指針を求めることを目的とするものである。 
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Ｂ.研究方法 

 

Ｂ−１．研究全体と今年度の研究方法 

 本研究は３カ年での実施を予定している。研究

全体の研究の実施経過として、初年度である平成

25年度は実際の重度身体障害者の居宅的環境の実

態を明らかにすること、そして研究２年度である

平成26年度はそれらの結果に基づき実物大モック

アップを作成、そして研究最終年度である平成27

年度はモックアップを用いた実験を行うことを予

定した。 

 平成25年度においては重度身体障害者グループ

ホーム２施設、ならびに全国15箇所の身体障害者

入所施設にて調査を行った。重度身体障害者グル

ープホームでは、入浴を中心とした入居者の生活

に関するヒアリング、並びに施設の平面図を入手

することにより、どのような条件で重度身体障害

者の生活が可能になっているのか確認した。 

 全国の入所施設に対して行った調査においても、

入浴環境を中心としたヒアリング調査、並びに平

面図を取得することにより、現状での重度障害者

の生活の状況を把握した。加えて一部でもGH等に

入居者が移行した事例においては、GH等の図面を

取得し、入浴環境など生活に必要とされる部位の

建築的状況の確認を行った。 

 平成26年度においては、平成25年度に実施した

実態調査より、現に重度身体障害者が居住するグ

ループホーム１施設を選定し、その施設における

浴室・脱衣室の環境を模擬的に実験室内に再現し

た。このグループホームを選定した理由は、この

グループホームの入居者は小児麻痺による重度身

体障害者で、座位を取ることができず、入浴に際

しては介助者の介助を浴槽内にも必要とするとい

う、調査事例中もっとも入浴に困難を伴う事例で

あったためである。 

 入浴環境は、壁面を実験室の床面にテーピング

で示し、また浴槽については木材を用いて簡易的

に再現した。この模擬的な浴室・脱衣室内で、実

際に介助を行う職員に、実物大人形を入居者に見

立て、一連の介助動作を行って頂いた。その際、

職員、実物大人形の両者の手足や関節など、重要

と思われる部位にマーカーを取り付け、モーショ

ンキャプチャーにてマーカーの位置情報を取得し

た。取得された位置情報について、時間軸に沿っ

て整理・分析を行い果、一連の入浴動作について、

正確な位置データに変換した。そのデータに基づ

き、入浴動作と浴室・脱衣室空間の大きさについ

て、検討を行った。 

 

Ｂ−２．調査対象のグループホームの概要 

 本研究における「重度身体障害者グループホー

ム」とは、東京都の単独事業である「東京都重度

身体障害者グループホーム」を意味する。これは

年間約1,400万円の運営費により、４人〜10人のグ

ループホームをつくることができる事業で、対象

者は原則として18歳以上の重度身体障害者（身体

障害等級２級以上で生活行為に介助を要するもの）

である。この事業の特徴としては、グループホー

ム内におけるホームヘルパーの利用が積極的に推

奨されていることにある。すなわち、「施設」で

は無くあくまで「居宅」としてグループホームが

捉えられている。昨年度はこのタイプのグループ

ホームから２カ所を選定し実態調査を行ったが、

今年度はそのうち１カ所を選定し、その浴室・脱

衣室環境を実験室に再現することとした。 

 グループホームAの平面図を示す（図１）。 全

体構成としては、最小限の広さの敷地で計画をせ

ざるを得なかったため、設計では徹底して無駄が

配された。共用部は１階に集約され、廊下面積は

最小限に抑えられた。２階は田の字型に居室が配

置されている。 

 １階にはリビング・ダイニングとキッチン、浴

室、脱衣室兼洗面所、トイレと共用スペースが設

けられた。また階段下を利用して事務スペースが、

その隣に折り畳みベッドを置くことで、極小のス

ペースながら職員のためのスペースが設けられて

いる。廊下は玄関ホールに限られ、面積を可能な

限り抑えている。また動線部とリビング・ダイニ

ングを分けることで、リビング・ダイニングを落

ち着いた雰囲気としている。入居者は全員車椅子

利用者であり、２階居室へはエレベータで移動す

る。階段は職員やヘルパーのみ使用する。 

 ２階の構成をみると、こちらも面積を最大限生

かすため、シンプルな田の字型プランが採用され

ている。廊下の端部にはエレベータ、もう片方の

端部にはトイレが設置された。階段の分だけ南側

の居室は面積が小さくなっているが、南向きの条

件と相殺するとの考え方に基づき、入居費に違い

は設けられてはいない。 
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 グループホームＡの平面図（
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 浴室と脱衣室（図２～４）について、入居者の

中には緊張が強く、一般のサイズの浴槽では入る

ことができない方も存在した。そのため、長めの

浴槽が採用された。また座位が保てずシャワーチ

ェアが使えない入居者は、臥位で清拭を行うこと

も予想されたため、浴室内の床は浴室用コルクタ

イルが採用された。脱衣室は、シャワーチェアへ

の移乗を行うため浴室と同程度の面積が確保され

た。現在はリフトが設置されたが、車いすからリ

フト用吊り具への移乗にも、このスペースは必須

であった（開設当初は浴室にはリフトは設置され

ていなかったが、女性利用者と介助スタッフより

リフト設置の希望があり、後付けで浴室にリフト

が設置された
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プローチに対応した形で設けられている。入居者

の利用している車いすのサイズは、一般的な介護

用

の確保が配慮された。しかしながらスタッフから

は、特に２階トイレについて、やや狭く介助が大

変であるとの意見が聞かれた。

 

が挙げられる。エレベータも、トイレと同様に充

分な広さが必要である。今回設置されたエレベー

タは最大のサイズのものだったが、それでも一番

大きなサイズの車いすの利用者の場合、斜めにし

ないと利用ことができない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グループホームＡの浴室・脱衣室詳細

 トイレは１階と２階に、それぞれ左右からのア

プローチに対応した形で設けられている。入居者

の利用している車いすのサイズは、一般的な介護

用車いすよりかなり大きいため、充分なスペース

の確保が配慮された。しかしながらスタッフから

は、特に２階トイレについて、やや狭く介助が大

変であるとの意見が聞かれた。

 その他設備面での特記事項としてはエレベータ
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図３図３ グループホームＡの浴室

図４ グループホームＡの浴室

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グループホームＡの浴室

グループホームＡの浴室

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グループホームＡの浴室・脱衣室

グループホームＡの浴室 

・脱衣室 

 



 

Ｂ−３．調査手法の概要

 本調査では、

の設計のための情報を収集することを目的として、

対象とする施設を訪問して

 事前調査においては、

う職員に、入浴動作と介助動作に関する

グ調査を実施した。

に、介助者に負担がかからない範囲で実際に介助

を身振りで実演してもらい、その様子をビデオカ

メラで撮影した。

詳細な実測調査を行った。

 事前調査の結果を踏まえ、本調査では

析装置（以下「モーションキャプチャ

を用いて介助動作の測定を行う。なお、実際の

ループホームにモーションキャプチャーを設置し

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図

調査手法の概要

本調査では、まず実験方法の検討や実験室環境

の設計のための情報を収集することを目的として、

対象とする施設を訪問して

事前調査においては、

う職員に、入浴動作と介助動作に関する

グ調査を実施した。次に、

に、介助者に負担がかからない範囲で実際に介助

を身振りで実演してもらい、その様子をビデオカ

メラで撮影した。加えて、脱衣室・浴室に関し、

詳細な実測調査を行った。

事前調査の結果を踏まえ、本調査では

析装置（以下「モーションキャプチャ

を用いて介助動作の測定を行う。なお、実際の

ループホームにモーションキャプチャーを設置し

図５ 実験に使用した等身大人形

調査手法の概要 

実験方法の検討や実験室環境

の設計のための情報を収集することを目的として、

対象とする施設を訪問して、事前調査を行った。

事前調査においては、実際に入居者へ介助を行

う職員に、入浴動作と介助動作に関する

次に、介助動作の確認のため

に、介助者に負担がかからない範囲で実際に介助

を身振りで実演してもらい、その様子をビデオカ

加えて、脱衣室・浴室に関し、

詳細な実測調査を行った。 

事前調査の結果を踏まえ、本調査では

析装置（以下「モーションキャプチャ

を用いて介助動作の測定を行う。なお、実際の

ループホームにモーションキャプチャーを設置し

実験に使用した等身大人形

実験方法の検討や実験室環境

の設計のための情報を収集することを目的として、

事前調査を行った。

に入居者へ介助を行

う職員に、入浴動作と介助動作に関するヒアリン

介助動作の確認のため

に、介助者に負担がかからない範囲で実際に介助

を身振りで実演してもらい、その様子をビデオカ

加えて、脱衣室・浴室に関し、

事前調査の結果を踏まえ、本調査では三次元解

析装置（以下「モーションキャプチャー」とする）

を用いて介助動作の測定を行う。なお、実際のグ

ループホームにモーションキャプチャーを設置し

実験に使用した等身大人形 

6

実験方法の検討や実験室環境

の設計のための情報を収集することを目的として、

事前調査を行った。 

に入居者へ介助を行

ヒアリン

介助動作の確認のため

に、介助者に負担がかからない範囲で実際に介助

を身振りで実演してもらい、その様子をビデオカ

加えて、脱衣室・浴室に関し、

三次元解

」とする）

グ 

ループホームにモーションキャプチャーを設置し 

て測定を行うことは技術的に不可能であったため

実験室に実際の入浴環境を再現し、その中で介助

動作の測定を行うこととした。

 

ってもらうことが望ましいが、倫理面・安全面に

おいて検討の上、

断した。そこで、介助者は実際の介助者１名（

歳女性、身長

人形（身長約

した。

動作と同様に行うことにした。ただし、着脱衣動

作や洗身動作、入浴時に肩に湯をかけるなどの動

作は行わず、移動のみ

 

の概要を表１に示す。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

て測定を行うことは技術的に不可能であったため

実験室に実際の入浴環境を再現し、その中で介助

動作の測定を行うこととした。

 実際の介助動作も、介助者・被介助者本人に行

ってもらうことが望ましいが、倫理面・安全面に

おいて検討の上、

断した。そこで、介助者は実際の介助者１名（

歳女性、身長160cm

人形（身長約172cm

した。介助動作は、介助者が普段行っている介助

動作と同様に行うことにした。ただし、着脱衣動

作や洗身動作、入浴時に肩に湯をかけるなどの動

作は行わず、移動のみ

 使用した等身大人形の写真を図

の概要を表１に示す。

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢/
身長/
座位 
入浴時に使う
福祉用具など
脱着衣
洗身 
移乗 
移動 
障害の特性

て測定を行うことは技術的に不可能であったため

実験室に実際の入浴環境を再現し、その中で介助

動作の測定を行うこととした。

実際の介助動作も、介助者・被介助者本人に行

ってもらうことが望ましいが、倫理面・安全面に

おいて検討の上、今回の調査では適当でないと判

断した。そこで、介助者は実際の介助者１名（

160cm）に依頼し、被介助者は等身大

172cm、重さ

介助動作は、介助者が普段行っている介助

動作と同様に行うことにした。ただし、着脱衣動

作や洗身動作、入浴時に肩に湯をかけるなどの動

作は行わず、移動のみを行うこととした。

使用した等身大人形の写真を図

の概要を表１に示す。 

表１ 被介助者
/性別 
/体重 
 

入浴時に使う
福祉用具など 

衣 
 
 
 

障害の特性 

て測定を行うことは技術的に不可能であったため

実験室に実際の入浴環境を再現し、その中で介助

動作の測定を行うこととした。 

実際の介助動作も、介助者・被介助者本人に行

ってもらうことが望ましいが、倫理面・安全面に

調査では適当でないと判

断した。そこで、介助者は実際の介助者１名（

）に依頼し、被介助者は等身大

、重さ3.8kg）を用いることと

介助動作は、介助者が普段行っている介助

動作と同様に行うことにした。ただし、着脱衣動

作や洗身動作、入浴時に肩に湯をかけるなどの動

行うこととした。

使用した等身大人形の写真を図５に、被介助者

被介助者の概要
男性/32 歳 
150cm/43kg
不可 
バスマット
タオル 
脱衣室床にて全介助
洗い場床にて全介助
全介助 
全介助 
緊張が強く、体が反
る、両手を大きく突
っ張る 

て測定を行うことは技術的に不可能であったため

実験室に実際の入浴環境を再現し、その中で介助

実際の介助動作も、介助者・被介助者本人に行

ってもらうことが望ましいが、倫理面・安全面に

調査では適当でないと判

断した。そこで、介助者は実際の介助者１名（55

）に依頼し、被介助者は等身大

）を用いることと

介助動作は、介助者が普段行っている介助

動作と同様に行うことにした。ただし、着脱衣動

作や洗身動作、入浴時に肩に湯をかけるなどの動

行うこととした。 

に、被介助者

の概要 
 

150cm/43kg 

バスマット 

床にて全介助 
洗い場床にて全介助 

く、体が反
る、両手を大きく突

て測定を行うことは技術的に不可能であったため、

）に依頼し、被介助者は等身大



 

Ｂ−４．実験室と測定機器

 実験室は、モーションキャプチャー（

名：Vicon）が設置された、約

６、７）。天井面には格子状の鉄骨が設置され、

モーションキャプチャー用のカメラが８台取り付

けられている。本実験では、ソフトウェアとして

はViconNexusus1.8.3

100Hz、測定値の単位は

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実験室と測定機器

実験室は、モーションキャプチャー（

）が設置された、約

６、７）。天井面には格子状の鉄骨が設置され、

モーションキャプチャー用のカメラが８台取り付

けられている。本実験では、ソフトウェアとして

ViconNexusus1.8.3を使用し、フレームレートは

、測定値の単位は

実験室と測定機器の概要 

実験室は、モーションキャプチャー（

）が設置された、約40㎡の部屋である（図

６、７）。天井面には格子状の鉄骨が設置され、

モーションキャプチャー用のカメラが８台取り付

けられている。本実験では、ソフトウェアとして

を使用し、フレームレートは

、測定値の単位はmmである。 

実験室は、モーションキャプチャー（システム

㎡の部屋である（図

６、７）。天井面には格子状の鉄骨が設置され、

モーションキャプチャー用のカメラが８台取り付

けられている。本実験では、ソフトウェアとして

を使用し、フレームレートは

 

図７ 実験室の平面・断面図

7

システム

㎡の部屋である（図

６、７）。天井面には格子状の鉄骨が設置され、

モーションキャプチャー用のカメラが８台取り付

けられている。本実験では、ソフトウェアとして

を使用し、フレームレートは

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
実験室の平面・断面図

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図

実験室の平面・断面図 

図６ 実験室の写真実験室の写真 



 

Ｂ−５．測定環境の概要

 対象施設の平面図

をモデル化し、床に

移動可能範囲を表した。

 次に、実測をもとに浴槽のモックアップ（図

を作成し、実験

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

測定環境の概要

対象施設の平面図から

をモデル化し、床にテープで

移動可能範囲を表した。

実測をもとに浴槽のモックアップ（図

を作成し、実験環境に設置した（図９、

測定環境の概要 

から介助者が移動できる範囲

テープで線を引くことにより

移動可能範囲を表した。 

実測をもとに浴槽のモックアップ（図

環境に設置した（図９、

図８ 実際の浴槽（左）と浴槽のモックアップ（右）

図９

介助者が移動できる範囲

線を引くことにより

実測をもとに浴槽のモックアップ（図８

環境に設置した（図９、10）。 

実際の浴槽（左）と浴槽のモックアップ（右）

９ 測定環境のレイアウト（単位は

図10 

8

介助者が移動できる範囲

線を引くことにより

８）

 

事前調査

側の長辺の２辺の縁のみ介助に使用することが

明していたため

ラからの死角を減らすために、その２辺のみ再現

した。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実際の浴槽（左）と浴槽のモックアップ（右）

測定環境のレイアウト（単位は

 測定環境の写真

事前調査にて、浴槽は

側の長辺の２辺の縁のみ介助に使用することが

明していたため

ラからの死角を減らすために、その２辺のみ再現

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実際の浴槽（左）と浴槽のモックアップ（右）

測定環境のレイアウト（単位はmm

測定環境の写真 

にて、浴槽はシャワー側の短辺と、ドア

側の長辺の２辺の縁のみ介助に使用することが

明していたため、モーションキャプチャ

ラからの死角を減らすために、その２辺のみ再現

実際の浴槽（左）と浴槽のモックアップ（右） 

mm） 

シャワー側の短辺と、ドア

側の長辺の２辺の縁のみ介助に使用することが

、モーションキャプチャ

ラからの死角を減らすために、その２辺のみ再現

シャワー側の短辺と、ドア

側の長辺の２辺の縁のみ介助に使用することが判

、モーションキャプチャーのカメ

ラからの死角を減らすために、その２辺のみ再現



 

Ｃ.結果 

 

Ｃ−１．入浴時の動作の概要
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 図図14 浴槽から脱衣室まで浴槽から脱衣室まで浴槽から脱衣室まで 
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Ｃ−４．各部位での動作結果 

 図15からは、脱衣室、浴室洗い場、浴槽付近、

開口部に、介助者ないし被介助者に装着したマー

カーが壁と非常に接近、もしくは壁を越えている

箇所が発生していることがわかる。そのような箇

所で行われている介助動作について、以下に場所

別の結果を示す。なお、脱衣室、浴室洗い場、浴

槽付近、開口部に関して、モーションキャプチャ

ーによる二次元座標計測の結果から、マーカーの

座標と最も接近している壁のラインとの距離を余

裕寸法として算出した。なお、壁のラインを越え

なかった場合は正の値、越えた場合は負の値で表

した。 

 脱衣室と浴室を分ける開口部に関しては、ビデ

オ記録から、非常に複雑な一連の動作の中で、介

助者・被介助者が壁や開口部と接近していること

が判明した。そのため、その前後の動作を含めて、

別途詳しく分析した。 

 

１）脱衣室 

 介助者左つま先が脱衣室の廊下側壁に最も接近

している。介助者左つま先の座標は(1274,-204)で

あり、脱衣室の廊下側壁は座標上ではx=1370なの

で、96mmの余裕寸法となる。このときの介助動作

は、介助者が被介助者を抱き上げようとしゃがみ

込むという介助動作であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）洗い場 

 Y方向では、被介助者頭が浴室シャワー側壁に最

も接近している。被介助者頭の座標は、

(1264,1001)であり、浴室シャワー側壁は座標上で

はy=1210なので、209mmの余裕寸法となる。このと

きの介助動作は、介助者が被介助者を抱えて立ち

上がるという介助動作であった。 

 X方向では、被介助者頭が浴室外側の壁に最も接

近している。被介助者頭の座標は、(-1823,693)で

あり、洗い場外側壁は座標上ではx=-1980なので、

157mmの余裕寸法となる。このときの介助動作は、

寝ている被介助者を起き上がらせるという介助動

作であった。 

 

３）浴槽付近 

 浴槽付近では、介助者では左つま先が、被介助

者では右手が最もX座標が最小となった。このとき、

介助者左つま先の座標は(-2004,-222)、被介助者

右手の座標は(-2012,-277)であり、浴室外側壁は

座標上ではx=-1980なので、介助者左つま先は

-24mm、被介助者右手は-32mmの余裕寸法となり、

外側壁のラインを越えている。このときは、どち

らも、被介助者を浴槽短辺縁に座らせた状態で介

助者が右足を浴槽の中に入れた状態で縁をまたぐ

という介助動作であった。なお、介助者の左足の

動きに被介助者の右手が追従する形となっている。 

 これらの結果を、表に示す（表２）。 

 

 

 

 

 

 

 

表２ 開口部以外の計測結果 

場所 部位 X 座標 
(mm) 

Y 座標 
(mm) 

最も接近する壁 壁との余裕寸法 
(mm) 

介助動作 

脱衣室 介助者左つま先 1274 -204 脱衣所廊下側壁 
(x=1370) 

96 床から横抱きで抱き上げる 

洗い場 被介助者頭 -1264 1001 浴室シャワー側壁 
(y=1210) 

209 床から横抱きで抱き上げる 

洗い場 被介助者頭 -1823 693 浴室外側壁 
(x=-1980) 

157 被介助者が床に寝ている 

浴槽 介助者左つま先 -2004 -222 浴室外側壁 
(x=-1980) 

-24 浴槽の太い縁をまたぐ 

浴槽 被介助者右手 -2012 -277 浴室外側壁 
(x=-1980) 

-32 浴槽の太い縁をまたぐ 



 

 次に開口部付近での動作

室洗い場への移動の際の開口部付近での動作を

「行き動作」、浴槽から脱衣室への移動の際の開

口部付近での動作を「帰り動作」として

記の手順で分析を行った。

 また、「行き動作」の図には、最初に脱衣所床

に寝かせている被介助者と介助者の立ち位置の概

形を作図し、「帰り動作」の図には、洗い場に寝

かせた被介助者と介助者の立ち位置の概形と、最

後に脱衣所床に寝かせた被介助者と介助者の立ち

位置の概形も加えて作図した。

 

手順①：簡便化のために、計測で得られた

標データから、

する。

手順②：介助者の左手、左肘、頭、右肘、右手、

腰と、被介助者の頭、つま先の座標をプ

ロットする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開口部付近での動作

室洗い場への移動の際の開口部付近での動作を

「行き動作」、浴槽から脱衣室への移動の際の開

口部付近での動作を「帰り動作」として

記の手順で分析を行った。

また、「行き動作」の図には、最初に脱衣所床

に寝かせている被介助者と介助者の立ち位置の概

形を作図し、「帰り動作」の図には、洗い場に寝

かせた被介助者と介助者の立ち位置の概形と、最

後に脱衣所床に寝かせた被介助者と介助者の立ち

位置の概形も加えて作図した。

手順①：簡便化のために、計測で得られた

標データから、

する。 

手順②：介助者の左手、左肘、頭、右肘、右手、

腰と、被介助者の頭、つま先の座標をプ

ロットする。 

図16 

開口部付近での動作に関し、脱衣室から浴

室洗い場への移動の際の開口部付近での動作を

「行き動作」、浴槽から脱衣室への移動の際の開

口部付近での動作を「帰り動作」として

記の手順で分析を行った。 

また、「行き動作」の図には、最初に脱衣所床

に寝かせている被介助者と介助者の立ち位置の概

形を作図し、「帰り動作」の図には、洗い場に寝

かせた被介助者と介助者の立ち位置の概形と、最

後に脱衣所床に寝かせた被介助者と介助者の立ち

位置の概形も加えて作図した。 

手順①：簡便化のために、計測で得られた

標データから、10Hzの座標データを抽出

手順②：介助者の左手、左肘、頭、右肘、右手、

腰と、被介助者の頭、つま先の座標をプ

 

 行き動作 

、脱衣室から浴

室洗い場への移動の際の開口部付近での動作を

「行き動作」、浴槽から脱衣室への移動の際の開

口部付近での動作を「帰り動作」として分け、下

また、「行き動作」の図には、最初に脱衣所床

に寝かせている被介助者と介助者の立ち位置の概

形を作図し、「帰り動作」の図には、洗い場に寝

かせた被介助者と介助者の立ち位置の概形と、最

後に脱衣所床に寝かせた被介助者と介助者の立ち

手順①：簡便化のために、計測で得られた100Hz

の座標データを抽出

手順②：介助者の左手、左肘、頭、右肘、右手、

腰と、被介助者の頭、つま先の座標をプ
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、脱衣室から浴

「行き動作」、浴槽から脱衣室への移動の際の開

、下

また、「行き動作」の図には、最初に脱衣所床

に寝かせている被介助者と介助者の立ち位置の概

形を作図し、「帰り動作」の図には、洗い場に寝

かせた被介助者と介助者の立ち位置の概形と、最

後に脱衣所床に寝かせた被介助者と介助者の立ち

100Hz座

の座標データを抽出

手順②：介助者の左手、左肘、頭、右肘、右手、

腰と、被介助者の頭、つま先の座標をプ

手順③：ビデオカメラの記録も参考にしながら、

 

 

手と右肘、「帰り動作」の分析区間での介助者右

手は、人形に遮蔽されたためデータが得られず、

図には示されていない。

 

「行き動作」については、脱衣室床から抱き上げ

て、時計回りに回転しながら開口部に向かって移

動し、介助者の上体と被介助者は進行方向に対し

て横向きに開口部を通っていることが確認できた。

「帰り動作」も、被介助者を抱き上げた状態から、

被介助者のつま先を先に開口部に通してドアを迂

回させながら、介助者自身も時計回りに回転しな

がら開口部を通る様子が確認できた。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手順③：ビデオカメラの記録も参考にしながら、

その区間の

と、実験装置をグラフに作図する。

 作図結果を図

 なお、「行き動作」の分析区間での介助者の左

手と右肘、「帰り動作」の分析区間での介助者右

手は、人形に遮蔽されたためデータが得られず、

図には示されていない。

 この図16・17

「行き動作」については、脱衣室床から抱き上げ

て、時計回りに回転しながら開口部に向かって移

動し、介助者の上体と被介助者は進行方向に対し

て横向きに開口部を通っていることが確認できた。

「帰り動作」も、被介助者を抱き上げた状態から、

被介助者のつま先を先に開口部に通してドアを迂

回させながら、介助者自身も時計回りに回転しな

がら開口部を通る様子が確認できた。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手順③：ビデオカメラの記録も参考にしながら、

その区間の5Hzずつの人体の概形モデル

と、実験装置をグラフに作図する。

作図結果を図16と図17に示す。

なお、「行き動作」の分析区間での介助者の左

手と右肘、「帰り動作」の分析区間での介助者右

手は、人形に遮蔽されたためデータが得られず、

図には示されていない。 

17からは、ヒアリング調査と同じく、

「行き動作」については、脱衣室床から抱き上げ

て、時計回りに回転しながら開口部に向かって移

動し、介助者の上体と被介助者は進行方向に対し

て横向きに開口部を通っていることが確認できた。

「帰り動作」も、被介助者を抱き上げた状態から、

被介助者のつま先を先に開口部に通してドアを迂

回させながら、介助者自身も時計回りに回転しな

がら開口部を通る様子が確認できた。

図17 帰り動作

手順③：ビデオカメラの記録も参考にしながら、

ずつの人体の概形モデル

と、実験装置をグラフに作図する。

に示す。 

なお、「行き動作」の分析区間での介助者の左

手と右肘、「帰り動作」の分析区間での介助者右

手は、人形に遮蔽されたためデータが得られず、

 

からは、ヒアリング調査と同じく、

「行き動作」については、脱衣室床から抱き上げ

て、時計回りに回転しながら開口部に向かって移

動し、介助者の上体と被介助者は進行方向に対し

て横向きに開口部を通っていることが確認できた。

「帰り動作」も、被介助者を抱き上げた状態から、

被介助者のつま先を先に開口部に通してドアを迂

回させながら、介助者自身も時計回りに回転しな

がら開口部を通る様子が確認できた。

帰り動作 

手順③：ビデオカメラの記録も参考にしながら、

ずつの人体の概形モデル

と、実験装置をグラフに作図する。 

なお、「行き動作」の分析区間での介助者の左

手と右肘、「帰り動作」の分析区間での介助者右

手は、人形に遮蔽されたためデータが得られず、

からは、ヒアリング調査と同じく、

「行き動作」については、脱衣室床から抱き上げ

て、時計回りに回転しながら開口部に向かって移

動し、介助者の上体と被介助者は進行方向に対し

て横向きに開口部を通っていることが確認できた。

「帰り動作」も、被介助者を抱き上げた状態から、

被介助者のつま先を先に開口部に通してドアを迂

回させながら、介助者自身も時計回りに回転しな

がら開口部を通る様子が確認できた。 

からは、ヒアリング調査と同じく、

て横向きに開口部を通っていることが確認できた。

「帰り動作」も、被介助者を抱き上げた状態から、
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Ｄ.考察 

 これまでに示した結果により、浴室・脱衣室を

モックアップにて再現し、その中で入浴動作を再

現すること、並びにその一連の動作をモーション

キャプチャーで計測することで、介助を必要とす

る重度身体障害者の入浴時の動作範囲を計測する

ことが可能であることが示された。 

 今回実験に協力頂いた介助者からは、実験の再

現性について「軽い分楽であり、また本人であれ

ば発生する緊張が発生しないため、浴室と脱衣の

間の扉を通過する際に気を遣わなかった」とのコ

メントがあったが、動作自体は実際の入浴時の動

作とほぼ同じであったとのコメントを得ている。 

 今回モックアップで再現した事例の浴室・脱衣

室は、昨年度に調査した事例の中で、面積的には

もっとも大きい、充実したものであった。それに

も関わらず、結果をみると入居者と壁が近接（実

験室上では壁をこえてしまっている）箇所や、介

助者の非常に複雑な動きが見られ、また介助者に

対するヒアリングからは安全面についての不安も

聞かれている。すなわち、現状は安全に安心して

入浴できる環境とは言いがたい。 

 今回の調査で対象とした入居者は、座位がとれ

ず、小児麻痺による緊張も強いという、極めて重

篤な障害を持つ方である。事前調査のヒアリング

からは、天井走行リフトを用いた入浴も検討した

のだが、吊り具を装着しようとすると緊張してし

まい、身体がのけぞってしまい吊り具を装着する

ことができず、断念したとのことである。そのた

め、このような抱きかかえによる入浴は、現状で

は唯一の入浴手段である。今後、今回得られたデ

ータや来年度予定している調査によって得られた

データを詳しく検討することで、このような方で

も入浴可能な浴室・脱衣室の計画について、建築

計画的指針を作成することが急がれる。 

 

Ｅ.結論 

 今回の調査結果より、実験室内にて、介助者を

伴う重度身体障害者の入浴時の動作範囲について、

モックアップとモーションキャプチャーを用いて

正確に測定することが可能であることが示された。 

 今後は、より多様な条件にて測定を行うととも

に、測定されたデータを分析し、どのような状態

の方でも入浴可能な浴室・脱衣室の建築計画学的

指針の作成が求められる。 

 

Ｆ.健康危険情報 

 本研究では該当しない。 

 

Ｇ.学会発表 

１．論文発表 

 該当無し。 

２．学会発表 

・松田雄二：身体障害者入所授産施設の入所授産

施設の入所者の地域生活への移行と課題、日本

建築学会大会学術講演梗概集、pp. 21-24、2014

年9月 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

 特に無し。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


